
日越ともいき支援活動
〜命と人権を守る〜

2021年７月27日：JPーMIRAI 相談・救済研究会

NPO法人日越ともいき支援会



日越ともいき支援会代表理事吉水 慈豊
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浄土宗僧侶
日新窟寺務長

ベトナム人技能実習生、留学生などが若くして命を落とすこと
に憤りを感じ、6年前より命と人権を守る活動を行う。日本に
いる在留ベトナム人技能実習生、留学生の数急増し劣悪な環境
に置かれている彼らの相談対応も日増しに増加。
今年、『日越ともいき支援会』は東京都より非営利活動法人と
しての認証も受けました。その支援活動は相談の枠を超え、住
居の確保、労使交渉にまで及びます。当会は、ベトナム人の命
と人権を守る活動を通して、ともにいきる社会の実現すること
を目指す団体です。



日越ともいき支援会 顧問斉藤 善久
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神戸大学大学院国際協力研究科・准教授

専門は労働法。学生時代から、日本法に加え、比
較対象としてベトナム法を研究してきた。
市場経済を導入したベトナムで日本企業などが現
地の労働者を雇用する場合の労働者保護法制など
を研究していたが、技能実習制度などを通じて日
本で働くベトナム人労働者が増加したことなどか
ら、近年は主な研究対象が日本国内の外国人労働
市場法に移りつつある。労働者の支援を兼ねたケ
ーススタディーの積み重ねにより実態を把握し、
法改正などへの提言へとつなげる研究スタイル。



日越ともいき支援会青年部
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日越ともいき支援会で保護したベトナム
人たちの心のケアや身の回りのサポート
を担当するボランティアスタッフ、日本
語指導や広報活動もお手伝いをして、ベ
トナム人との交流を深めています。

日本に働きにくるベトナム人は20~30代
が多く、同じ目線からサポートもできる
青年部も「ともにいきる」ことを目指す
仲間です。



浄土宗僧侶吉水 大智
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浄土宗日新窟・前住職吉水大智のベトナムとの交流と支援
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3年間で150以上の位牌

２０〜３０代
の若者ばかり
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急増する在日ベトナム人のSOSが
日越ともいき支援会に多く寄せられる
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ともいき支援会設立の背景

借金問題

社会生活問題
職場での人間関係

劣悪な労働環境

賃金問題

健康被害

人権・労働権の問題

パワハラ・セクハラ・
モラハラ被害

妊娠・中絶
医療問題

留学生・技能実習生
在日ベトナム人

失踪問題

緊急事態宣言によって、職を
失ったり、減ったりする。



課題への対応
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悩み
トラブル

失踪
精神的・金銭的
身体的被害、困窮

家族または同僚が
日越ともいき支援会

へSOS

個別に
対応

悩み
トラブル

精神的・金銭的
身体的被害、困窮

日越ともいき支援会
が

支援、相談

【旧体制】

【現在のうごき】

メディアへの発信
声の広まり

失踪
オーバーステイ
逃亡の予防

失踪してしまうと、対応で
きない場合の方が多い

• HP開設
• SNSの利用など失踪前にSOS

に対応する仕組み



在日ベトナム人
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困窮ベトナム人
を救いたい雇用主

代表理事
吉水慈豊

人
道
支
援

広
報
活
動

• 外国人労働弁護団への相談、交渉
• 社労士への相談、依頼
• 入国管理局への相談、各種手配
• 病院、各種機関への対応
• 航空会社の手配（帰国支援）
• 監理団体、企業への相談、交渉
• メディアへの呼びかけ、取材提案
• 日本語教育支援

• メディア取材の対応
• 大学・国会の講演会への登壇
• 講習会、勉強会の参加
• ホームページ、SNSの活用

問題解決
継続的な支援

日越ともいき支援活動の流れ

依
頼
・
相
談

政府

マスメディア

心
の
ケ
ア

• 仏教を通し、心身の救済
• 修養会、行事の開催
• 悩み相談室

日越ともいき支援会

問題に応じて
各機関へ連
絡・対応

報告書や議題
を提出、提案SNS(Facebook,Messenger)等

を通して

日越ともいき支援会



活動事例1（日越親善供養塔）

報道

活動

長年日新窟に安置されていた在日ベトナム人、
技能実習生、留学生の位牌を供養するため、
日新窟敷地内に日越親善供養塔を建立。
１５０墓の位牌を供養塔に納めた。
日越の共生を願い、６月３０日に落慶法要を
行い、多くの在日ベトナム人が集まった。

毎日新聞（2019.7.1掲載)

TBSラジオ（2019.7.6 OA)

（左）朝日新聞ラジオ（2019.6.30 掲載)
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支援事例2（越ケ谷編） 支援対象：元技能実習生

メッセンジャーで、オーバーステイの元技能
実習生の脳梗塞の男性を助けて欲しいと知人
男性から連絡が入る。
病院に現状の確認と入国管理局との相談、依
頼を重ね、病院とのやりとりを支援。
無事、ベトナムへの帰国の人道支援を行う

◆ 入国管理局との交渉
◆ 病院との支払い交渉
◆ 家族とのやりとり
◆ ベトナムへの帰国の手配、準備
◆ ベトナムエアラインとの話し合い
◆ 首都圏移住労働ユニオンへの相談
◆ 弁護士との相談

活動

支援内容

報道

NHKスペシャル（2019,7,13放送）

朝日新聞（2019,7,12掲載）
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支援事例3（仙台編） 支援対象：技能実習生

メッセンジャーで、技能実習生の男性二人か
ら劣悪な労働環境と低賃金問題について相談
が寄せられる。
二人と面談、監理団体、元監理団体、機構と
の連絡をとりあい賃金訴訟の交渉や損害賠償
請求を行った。
無事、和解金を受け取り、帰国を支援した。

◆ 弁護士との相談、交渉
◆ 機構とのやりとり
◆ 監理団体との交渉、和解
◆ 入国管理局との交渉
◆ ベトナムへの帰国の手配、準備
◆ ベトナムエアラインとの話し合い
◆ 首都圏移住労働ユニオンへの相談
◆ マスメディアへ連絡

活動

支援内容

報道

日本テレビ選挙特番（2019,7,21放送）

ASIAN BOSS（2019,8,20放送）
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ASIAN BOSS:
https://www.youtube.com/watch?v=YMxIx1z6Xn4&feature=youtu.be 16

https://www.youtube.com/watch?v=YMxIx1z6Xn4&feature=youtu.be
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支援事例4（群馬編）支援対象：元技能実習生

メッセンジャーで、オーバーステイの元技能
実習生の男性からスティーブンジョンソン症
候群という難病にかかってしまったと相談が
寄せられる。
入管と交渉をし、大使館との相談、交渉。
病院から入管への出頭の手続き、病院の医療
事務の方との金額の交渉、薬害適用ができる
かどうかを弁護士に相談をしました。
彼を無事に空港に送り届け、ベトナムへ帰国
させました。

◆ 入国管理局との交渉
◆ 大使館への連絡
◆ 病院、医療事務との金額の交渉
◆ ベトナムへの帰国の手配、準備
◆ ベトナムエアラインとの話し合い
◆ 首都圏移住労働ユニオンへの相談
◆ 弁護士との相談
◆ マスメディアへ連絡

活動

支援内容

報道

朝日新聞（2019,7,12掲載）
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外国人技能実習制度の闇
〜彼は駅に捨てられた〜
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夢は、家族に家を建てること

新型コロナウイルスの影響で
仕事が少なくなる

日本に行く決意をしたのは、夢を叶えるため。
それは、ふるさとベトナムに家族のための家を
建てることであった。

会社から仕事の休みの連絡が届くようにな
り、出勤できない日が続く。そして、監理
団体から「東京に住むところを用意したか
ら向かって欲しい」と言われ、東京に向か
った。
しかし、彼のことを迎えに来る人は誰もい
なかった。
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“ベトナムに帰りたい”

東京に投げ出され、日本語
もよくわからず、どこに相
談していいかもわからない。
同じく技能実習生として日
本で働く姉に連絡をとり、
なんとかお金を借り、ホテ
ルに泊まったり、友人に頼
ったり、時には駅で野宿す
ることもあった…。それで
も、あっという間に所持金
は底を尽きそうになってい
ました。そうしてたどり着
いたのが、当NPO法人で
あった。



「日本人が怖くなった」駅に捨てられた
技能実習生のその後
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借金を背負ったままベトナムへ帰国することとなった
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なぜ僕は“失踪”したのか



25

「あなたは帰国することになった」
理由は告げられず、自己都合で会社を
辞めることに同意する退職届にサイン
するよう言われたのである。サインし
たくないと伝えると、「サインしなく
ても帰国することになる」と言われ、
サインするほかありませんでした。そ
のまま空港に連れて行かれ、帰国させ
られそうになりました。

しかし、日本に残りたいという一心で、
隙を見て逃げ出しました。
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トラブルなどで実習が続けられな
くなった場合、監理団体は国に
「技能実習実施困難時届出書」を
提出しなければならない。

もし本人が帰国を希望しているの
であれば、本人の意思を確認した
署名入りの「意思確認書」を、必
ず帰国する前に提出しなければな
らない。

実習生が実習の継続を希望する場
合、監理団体は、実習生を同じ職
種の企業に紹介するなどの措置を
講じなければならない。
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外国人技能実習機構東京事務所へ
通訳と一緒に相談に行きます



28



29



30





失踪中の元実習生を保護し
た場合、その人にまず「短
期滞在」の在留資格を取ら
せ、不法滞在を解消させま
す

「短期滞在」から再就職の
ための在留資格に変更でき
るように入国管理局と交渉
します。失踪者であっても、
職場の暴力などやむ得ない
事情で失踪したということ
を証明できれば、再就職が
可能です
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雇用維持支援の「特定活
動」は特定技能外国人にな
ることを前提とした在留資
格です。

特定技能外国人になるには
日本語能力試験（JLPT）N4
以上と希望職種の技能試験
の合格が必要です。

そのために支援会は保護し
たベトナム人らの試験勉強
も支援しています。
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保護しているベトナム人
を雇用したいという企業
が見つかれば、支援会が
彼らに情報を提供します。

多くは、面接に合格する
と、最初はアルバイトと
して働き、JLPTや具農
試験に合格すると「特定
活動」から「特定技能」
に在留資格を変更します。
特定技能外国人は最長５
年間日本で働きます。
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国内企業からの暖かい支援



インフルエンザの予防注射
国分寺病院の高木医院長



妊娠・出産・育児支援
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岡三食品社長
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青年部の活動



初お給料をもらって
わざわざ挨拶に来てくれました
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命と人権を守る
日越ともいき支援会


